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資 本会 計の 再検討

一一結合，連結，合併会計と企業実体説←ー

荒 JII 邦 寿命

ーはじめに一一企業実体説離れの傾向

一般に資本会計とhづ場合，それは会社の設立，増減資，合併など，いわゆる株

主資本の変動に関連する会計領域を意味してきた。しかるに近年，このような法的

な株主資本の変動にはいたらないが，実体的に株式の相互持合いにより支配・従属

関係のある企業集団を単一の紅織体とみなしてその資本持分を再評価する新らしL、
会計領域が出現した。いわゆる連結財務諸表 (ConsolidatedFinancial Statement) 

の制度化がこれである。その結果，資本会計領域における処理，報告については，

単に法的側面のみならず，突体的側面からも再検討を要し，それに応じてこの領域

における企業会計独自の立場の確立が関われることになった。

ということは，すでによく知られているように，わが国の会社会計諸規範として

は， 戦後の昭和 24年に制定された企業会計原則があげられるが， これが大蔵省令

(第59号〕の財務諸表規則 (1財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規貝IjJ)に法制化

されているように，いわば証券取引所に上場するような会社の会計に対する面が強 七
人

く，全ての会社に対するものとしては，基本的に荷法の規定が存し，特に株式会社

については昭和38年に公布された法務省令(第31号〉の計算書類規則 (1株式会社の貸

借対照表損益計算書及び付属明細書に関する規則J)によることとなっている。

しかるに，このような会計規範は，企業会計原則が企業実体説(BusinessEntity 
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Theory)に基づいているのに対し， 商法は所有主説 (ProprietorshispTheory) 

にたつものといわれ，両者ともにその建前を異にするところから，それぞれ別個の

処理，報告を求めることになっていた。この点，昭和38年の商法改正を機に両者の

調整が試ろみられ，さらに，昭和49年の商法改正により，企業実体説による企業会

計原則が大修正を加えられて，形式的に，商法および計算書類規則サイドに統一せ

しめられたのみならず，実質的にも， 1僅かに特定引当金，その他の資本剰余金など

の処理，報告において従来の立場を残した以外，ほとんど，所有主説による商法の

建前をうけL、れたといわれる。 そして， 昭和 50年，連結財務諸表原則の公表によ

り，それが企業会計原則を萎礎とするものでありながら， I学説としては一理ある

ことが認められているけれども，実務に導入するには肉難があるJような Entity

Theoryを排して〔黒沢清稿「連結財務諸表原則総説」企業会計27tfrlOJヨ)， Proprietor-

ship Theoryにたつ親会社主体説 (ParentCompany Concept) をとることとな

り，いわば，わが国会計諸規範における企業実体説離れともいうべき傾向が，これ

を契機に顕著となったのである。

果して企業実体説は捨て去らるべきか。とすれば，それは会社会計の展開におい

てどのような意味をもったのか。これが本稿における問題意識の第一の端緒になっ

た。

もともと，会計学上， EntityとL、う概念には，会計の行なわれる場，つまり会

計単佼の範囲を示す場合と，裁が会計を行うかとL、う会計主体に関連する会計的処

理，報告の建前を示す場合との混乱があり，これが多くの論議を呼んできた。そこ

で，本稿ではこの混乱を避けるため，とくに実体的，またはエンティティとして，

という場合は前者の意味で用いている。これに対し，会計主体として「企業それ自

体」とLサ立場を借定し，これによって会計的処理，報告の建前を問題にする場合

には，後者の怠昧で主体的，または企業実体説と呼ぶことにしている。

七 そうすると，このような企業実体説の主張は，はじめは企業会計の測定する利益
七

を，配当宣言せられるまで「企業それ自体」に属するものとして取扱うこととし，

実体的な業頼利益 (CurrentOperating Performance)の測定と利害関係者の意思、

決定 (Decisionmaking)に寄与することであった。ところが， ζれにとどまら

ず，企業実体説ではその資本概念をも拡大し，法的に認められる企業財産の持分=



3 

所有権者 (EquityOwner)以外に， 企業資産形成に提供された国庫助成金や工事

負担金，保険差益など， i企業それ自体」として維持すべきものをも会計上資本の

名を売まして取扱うこととしたところに問題があった。このため，企業実体説では，

経詰'的な期間損益の計算，表示の過程ではともかく，その分配め過程で非人格的な

企業持分を前提することによって，資本会計の処理，報告をめぐって大きな論議を

呼ぴ起し，法的な株主資本の大きな変動がある増減資や会社合併，分割などの場合

において，必らずしも企業会計独自の処理，報告を展開するまでにいたらず，結果

的に商法や税法などによる規制に席を譲らざるをえなかったのである。

そこで，最近のような企業会計原則の修正によってこの企業主体説離れの傾向が

明確になるにつれ，改めて，実体的に業績利益の算定に焦点をおく会計処樫，報告

の領械と，法的に企業財産に対する持分=所有権の変動に結果する会計処理，報告

との相違をあきらかにし，企業実体説適用の範囲と限界とを見定める必要が生じた

のである。

この点が本稿の当面の課題であり，それを実体的な業績利益め処理，報告領域と

しての本支j吉，連結会計と，法的に会社資本の変動を処理，報告する合併，分割会

計との対比を通じて，その意義と役割をあきらかにしながら，資本会計領域につい

ての再検討に接近してみたものである。

ニ経営組織と会計システム

(i) 複式簿記と会(計主体の確プ/

すでにのべたように，連結財務諸表の制度化は，いわゆる資本会計の領域におけ

る処理，報告にあたり，従来のように，法的な会社資本の変動にはいたらないが，

実体的にはその再評価をおとなう企業会計独自の領域がつけ加えられたことを意味
察

する。しかしながら，手続的にいえば，このような連結会計の処到，報告は，すで

に木支底，事業都など，内部的に独立採算制をとる会計単位ごとの業績利益の測定 主

と会社的な結合損益 (ConbinedProfit or Losses)との算定過程にも存在し，そこ

に，形式的には，今日の企業会計にみられる実体的刺益測定との対置，結合の蔚芳ー

を見出すことができるのである。

もともと，複式簿記の勘定形式は， 14~ 5世紀、町時の両替銀行家 (GiroBank) 

ノ¥
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が「取引先J個人名別の債権債務に関する会計責任を明確にしうるよう工夫せられ

たものであったが，これを商品取引に適用した場合も，取引口別にその担当者の会

第 1図 1.人名勘定

fii↓り+一一一一一[取引先からみてト一一一一→貸 し

(借方) 0 0 商人 (貸方)

債権の発生一一一一 一一ーー債務の発ヨ

({責務の消滅一一一一一一 一一一一一一債権の消滅)

L____[記帳者;Jミらみて]一一一一」

2.商品勘定

代金預り←一一一[取扱者からみてト一一→代金回収

([昔方) 0 0 商品 (百方)

仕入のための支出額 | 売上による受取額

「一(差額=売買益) I 
'-----[言己中MJ〉らみて]一一一一」

3.現金勘定 i 
千γ 一一[出納者からみて]ーデベャージ!

(借方) 現 金 (資産)方)

以 入 | 支 出 ;

(資産相加) (資産減少) : 

[記帳者からみてト一一」
(注)現金記帳に準じて，獲得した備品，建物等の資産はそれぞれ 1

の保管責任者を想定しなくとも同様に記帳できる。 I

4.名目勘定

七
五

負担分←一一一一-["Me"h、らみて]一一一一一一+賀川、分

(J方) 損 益 (貸方) : 

~{;費用 | 諸収益←J

Fー(差額=純利主主) I 

(借方)←一一一一一位 業 主一一一一一一(貸方)

処 分(家事ヲi出金) I 出 資 i
l 利 主主;

1 :記帳者よらみてト一一」
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計責任をあきらかじすることができた。だが，諸経費，貸倒れ損失等を記録して出

資持分に帰属する損益を算定するためには，ロ別商品勘定の損益を統合する名目的

な集合損益勘定 (Summarya/c. Kol1ektivkonten)を必要とし，その利益分配の

ために必須となった資本主勘定(Proprietora/c)と結びつけることによって，複式

簿記の機構が自己完結することになったのである。(第一図参照〉

この過程において，重要な問題点のひとつは，勘定記帳における「主格の転換J，

つまり，最初は「取引先のためにJr取引先」の勘定口座を関して， r取引先」が

借りになっている測を「借方」貸しになっている側を「貸方」と呼んだように， I取

引先」を主語にして記帳していたものが，その記帳法を伝えてゆく過程では「記帳

者」を主格として，借方(債権)，貸方(債務〕あるいは，借方(仕入)，貸方(売

上〉と教えるようになったことである。

やがて，この「記帳者」が資本家からの出資を受けh、れ，彼の代理人=経営管理

者として機能するに及んで， r記帳者」自身の勘定，つまり “Me"勘定が集合損

益勘定となり，全ての勘定体系を経営管理者の視点から組織化する会計主体の概念

が確立する。つまり，これが次の段階において商品勘定の分割，帳簿組織の形成に

展開するが，その契機となった点が，勘定記帳における「主格の転換」であり，会

計主体としての「記帳者」ロ経営者による「発想、の転換」であったのである。

(ii) 経営組織と内部統制システム

このような複式簿記は，定着商業の一般化による継続取引に応じ，商品在庫の管

理や仕入，売上業務の分担から，かつてのロ別商品別勘定は〔倉庫係〉の会計責任

を示す(商品在高帳〕となり，各商品の棚卸残高が一括して〔会計係〕の棚卸商品

勘定に転記される。一方で仕入商品価額は〔仕入係1の会計責任を示す(仕入帳〉

で管理され，総仕入高を一括して C会計係】の仕入勘定に転記する。他方，販売活

動を受け持つ販売係の会計責任は(売上限〉に現わされ，総売上高を一括して〔会七
四

計係〕の売上勘定に転記する。[会計係7はその仕入れ勘定へ仕入先に対する値引

や一定額以上の仕入高に対する割戻(リベート〉の受入れを反対記入したのち，棚

卸商品勘定の前期繰越高を加え，期末棚卸高を控除して，純仕入高を損益勘定に転

記する。同様に，売上勘定への得意先に対する値引や一定額以上の売上高に対する
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第 2図

f一一一一ー〔仕入係〕ー一一一「if-一一一一〔販売係〕ー-一一つ

; (仕入綬) (li (売上帳) : 
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(残高=純仕入)

l計言十
一
七
三

計言十

(貸)

売上高

益

売上原価
(差額=売買益)

損( 1昔)



T 

者J戻(リベート〉の支払いを反対記入して，純売上高を損益勘定に転記するこによ

り，売買損益が計算される仕組みとなった。(第二図参照〉

このような経営管理者の視点からみて，その業務分担の会計責任を示す補助簿と

してのく商品在高根)， (仕入帳)， (売上帳〉の記録を，主要簿たる〔会計係〕の総

勘定元帳で統制すぺく，これに対応して進行した商品勘定の分割による仕入，棚卸

商品，売上の各勘定が，いわゆる統制勘定 (Contro1lingaJc)として機能せしめら

れ，分担業務とその記録を相互チェックする内部統制システム(InternalContro-

lling System)が発展するのである。

(iii) 独自平均システムと独立採算制

このような内部統制システムの展開1:J:，各補助簿の記録を「多欄式Jで示しなが

ら，その段階で取引仕訳をもおこなうヱ夫が講じられ，これらの補助簿を特殊仕訳

帳として機能せしめることになる。その意味で，このような特殊仕訳帳の採用は，

〈現預金出納帳〕を分割して，入金伝票，出金伝票で仕訳し，一般仕訳版に記載さ

るべき取引き振替伝票で処理する三伝票システムに発展するが，さらに(仕入帳)，

(売上帳〕等をも特殊仕訳帳として機能せしめる場合には，現預金/仕入の取引や，

現預金/売との取引が二重に仕訳されるととになるので，各特殊仕訳帳の各欄別合

計額を一般仕訳帳に合計仕訳すると同時に，こうした二重仕訳を控除する仕訳が加

わることになり，内部統制システムによる記録上の相互チェックがさらに完全とさ

れるのである。

その一方，売掛金，買掛金，受取手形，支払手形など商品取引にともなう債権債

務の処理業務について， [得意先係]，ヒ仕入先係7を設けるにいたれば，これらの

会計責任をあきらかにする補助簿として， (得意先元帳)， (仕入先元帳〉が現われ，

さらに(受取手形記入I援)， (支払手形記入帳〕等が用いられるようになり， [会計

係jの総勘定元帳lこおける売掛金，買掛金，受取手形，支払手形の各勘定はともに 七

統制勘定として機能することになる。

この場合，数多い得意先，仕入先との債権，債務関係には，その決済方法もまた

多岐にわたり， [得意先係]， [仕入先係1と〔会計係〉との問に，相互連絡，内部

統制の必要上， (得意先元帳)， (仕入先元帳〕に〔会計係〕に対する総勘定元帳勘
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第 3図
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定を設け， ~会計係〕の総勘定元憾に得意先元帳勘定， 仕入先元帳勘定を設けて，

相互の未達，未済関係を調整したのち，売掛金，買掛金など各勘定残高との一致を

篠認する工夫がなされる。〈第三図参照〉。

このように，梢功元帳勘定と総元帳勘定の残高一致をチェックする独自平均元帳

システム (Self-Balancing system) から，経営組織の発展によって支庖織が拡大

するにつれ，本支庄相互の勘定元帳に本庖勘定，支底勘定なる照合勘定 (ajustm-

ent ajc) を設けて，その残高一致をチェックすることになるが， それは， さらに

経済実体たる本支庖，あるいは本社，工場等の業績利益を重視する独立採算制の採

用により，これらを集約して，法的実体たる会社全体の結合財務諸表 (Conbined

Financial Statement)を作成する結合会計システムが発展したわけである。

(iv) 本支庖結合会計の構造

すなわち，本支底会計は，このような個々の経済実体の当期業績を重視する独立

採算制の建前から，本支唐本日互に内部振替価格 (Internaltransfer price)を用い

るので，その決算処理では，つねに二段階に分けられる。この点を例示を用いて示

せば次のようになる。

〔例示1]

A社の昭和51年12月31日現在の本f苫，甲支庖，乙支庖の勘定残高は資料 Iの

とおりであった。資料Eの付記事項を参照して，本支底それぞれの損益を求め

結合精算表を作成しなさい。 A社の会計崩聞は一年であり，本支庖とも独立採

算制をとってL喝。

資料 1(単位:千円〉

現金 受取 支手 払形 売掛金 買掛金 繰商 越品 借短入期金 七預金 手形 。
本 庖 63，590 25.000 20，000 75，000 52，000 110，000 155，000 

甲支庖 9，800 12，000 10，000 34，000 28，000 62，000 

乙支庖 6，600 8，000 4，000 21，000 19，000 33，000 5，000 
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貸引当倒金 仕入 売上 備品 同減価
諸経費 土 地

引当金

本 底 1，600 540，000 485，000 35，000 15，000 100，000 10，000 

甲うぞ底 800 91，000 280，000 15，000 6，000 45，000 

乙支底 600 74，000 190，000 5，000 2，000 32，000 

資料E

(1) 当社の資本勘定は，資本金 100，000千円，利益準備金20，000千円，繰越利益

30，000千円である。本腐のみが所有する建物は50，000千円，償却累計23，000千

円である。

(2) 本底の甲支!宙勘定40，010千円，乙支庖勘定43，000千円であり，甲支庖の本唐

勘定は45，900千円，乙支j吉の本j古勘定は 184，000千円である。

(3) 仕入，売上勘定には，このほか本底仕入分が甲支庖は 101，900千円，乙支庖

は79，900千円であり，本唐の支底向け売上高は 184，000千円である。本j古から

支底への引渡商品には，仕入原価プラス積送諸掛に10%の利益が加算されてい

る。

(4) 支庖の繰越商品のうち本底からの仕入分が中文庖44，000千円，乙支庖22，000

千円含まれている。期末の実地榔卸高は，本j古135，000千円，甲支唐60，000千

円(うち本底支入分44，000千円)， 乙支唐43，000千円(うち本庄仕入分33，000

千円〉である。なお，期首の支底商品含み益引当金は 6，000千円であった。

(5) 本庖より仕入れた商品の移管のため，甲支底から乙支底に送った商品 220千

円が未着である。なお，甲支}苫の払った逗賃10千円は本庖負担であるが，その

通知は本庖に未達である。このほか，本庄から甲支庖向け発送商品1，100千

円，同じく乙支唐向け発送商品 880千円が未達である。これらは支1苫の実地棚

卸高に含まれていない。

ハ (6 ) 受取手形と売掛金の残高に対し 2%の貸倒引当金を設定する。
九

なお，諸経費のうちに含まれている貸倒損失は，本底1，400千円， 平支j吉580

千円乙支底 520千円である。

(7) 本窓は本庖買掛金支払いのため甲支庖宛為替手形2，000千円を振出したが，

その通知は甲支庖に未達である。
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削 減価償却費は建物については 6，000千円，備品にてコいては本広 6，000千円，

甲支唐 3，000千円，乙支1苫1，000千円である。

(9) 乙支度が発送した小切手3，000千円が本庖に未着。なお，甲支底売掛金の回

収として本庖宛為替手形5，000千円を受入れたが，その還知は甲支底に未達。

(10) 結合損益に対しては40%の税金を引当てるものとする。 以上。

[1]本支底の業績利益

まず本支j苫の損益を求めるために，<資料 r>の科目金額に，<資料1I>の(1)，

(2)， (3)の科目金額を加えた試算表を求めてみると，その合計金額は，本庄1，091，600

千円，甲支庖 370，700千円，乙支庖 259，500千円となるが，その内部的な未実現利

益をも含む振替価格のままで，それぞれ決算整理事項から貸倒引当金の繰入や減価

償却をおこなうと，本支底各会計単位毎の業績利益が算出される。

① 売上原価(単位:千円〉

申支庖

乙 支底

本広

① 貸倒引当金

①本支庖損益

期首期中仕入 期末

62，000十 91，000十101，900-60，000=194，900 

33，000+ 74，000十 79，900-43，000=143，900 

110，000十540，000 -135，000=515，000 

売上債権XO.02=要引当額前期末貸倒損失引当損

(12，000 + 34，000) 920一( 800 - 580) = 700 

( 8，000 + 21，000) 580ー( 600 - 520) = 500 

(25，000 + 75，000) 2，000ー(1，600-1，400) = 1，800 

売上高 売上原価 諸経費・引当損 償却費純利益

甲支庖 280，000-194，900ー (45，000- 580)ー 700-3，000口 36，980 六
λ 

乙支底 190，000-143，900ー (32，000- 520)- 500-1，000=13，120 

本庄

(485，000+184，000) 

-515，000-(100，000-1，400)ーし800ー12，000=41，600
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:2J 本支店の結合整理

次に本支店間の期末商品高の単純合計は 238,000千円だが，相互の未達取引等を

整理し，本文店各勘定の残高を一致せしめて相殺消去する。そのうえで，振替価格

に含まれる内部利益を控除し，期間損益整理や特定引当金の繰入れなどの政策処理

をおこなって，法的実体としての可処分利益を算定する。

①未定整理仕訳

甲支店 〈 繰 越 商 品 〉 1,100 （ 本 店 仕 入 〕 1,100 

（本店仕入〉 1,100 （本 店〕 1,100 

（本 店〉 2,000 〈 支 払 手 形 〉 2,000 

（ヌド 店〕 5,000 （売 十卦 金〉 5,000 

乙支店 〈繰越商品〉 880 〈本店仕入〉 880 

〈 本 店 仕 入 〉 880 〔本； 店〕 880 

〈 繰 越 商 品 〉 220 く 本 店 仕 入 〉 220 

〈 本 店 仕 入 〉 220 〈本 店〉 220 

本 店 ぐ言者 経 費〉 10 （甲 支 店） 10 

〈現金預金〉 3,000 〈乙 支 店） 3,000 

よって，各支店勘定と木清勘定！よそれぞれ40,000千円で－？！をするので，これら

を相互に相殺する。

R この結果，司支店の亮卦金が減るので，これに対する引当金を振戻す。

（貸倒引当金〕 100 〈貸倒 引 当 損 〉 100 

結合精算表上の貸倒引当損iま〔700+500十1,800）ー100=2,900千円，貸倒号l当

金はく920十580+2,000)-100=3,400千円となる。

⑦支店期末機卸i向品における内部利誌は

甲支店 (44,000 + 1.100）×_L= 4,100 
11 

六
七 乙支店 (33,000+880+220）×_L= 3,100 7,200 

11 一一一
よって，期首の商品含み益引当金6,000千円以繰入れるべき金額は 1,200千円

となる。

（商品含み益引当金） 6,000 （商品含み益引当金戻入益〉 6,000 



結合結ll:去(単位:千円)

キキ 目 (!昔)残 前(貸) (1昔)盤

現金預金 79，990 ① 3，000 
長取手形 45，000 

?~ tJト 金 130，000 
貸倒引当金 3，500 ② 100 

繰越商品 205，000 
880 
220 

238，000 
商品含み益引当金 6，00 ③ 6，000 

建 物 50，000 

問減価引当金 29，000 

傭 品 55，000 

同減価引当金 33，ω自

土 3也 10，000 

大阪支庖 40，010 

名官屋支 rd 43，000 

本 I占(大阪4 45，9仰 (g2000 
5，000 
40，000 

本 日ij(名古屋) 38，900 40，000 

支払手形 34，000 

貝 告ト 金 99，0ω 

借 入 金 160，0ω 

資 本 金 100，000 

利主主 ~'i 備金 20，000 

繰越利益 30，000 
1づ'l6 よ 955，000 

支庖売上 184，000 (gmω  
81，000 

仕 入 105，000 205，00由

本庄仕入(大阪) 101，900 
① 1，100 

n (名古屋) 79，900 

{ffi 880 
220 

諸 経 費 174，500 ① 10 

貸倒引当 !ll 3，000 

減価償却費 16，000 

商品古み益引当!ll ③ 1，200 

民 戻入謎

税引WJ当期純利益

，1 1，738，300 1，738，300 828，710 

納税引当金

法人税充当額 36，236 

当期純利益

繰銭利益

当期来処分利益

窓口約 (f/rJ P /L (貸)

① 5，0ω 

250，000 

③ 1，200 

(① 10 
40，0剖

(① 3.000 
40，000 

① 1，100 

(3 220 
880 

① 2，000 

955，000 

240，200 669，800 

I 101，900 
③ 1，100 

3 220 
174，510 

② 100 2，900 

16，000 

1，200 

③ 6，000 6，000 
90，590 

828，710 961，000 961，000 

36，236 

~ 
54，354 

日目旦
」主主

f廿) B/S 

82，990 

45，000 

125，000 

240，200 

50，000 

55，000 

10，000 

608，190 

13 

(賛)

3，400 

1，200 

29，000 

33，000 

36，000 

99，0帥

160，000 

100，000 

20.000 

(30，000) 

36，236 

84，354 

608，190 

← 
ノ、

ノ、
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〈商品含み益引当損) 7，ヰ00 (商品含み益引当金) 7，200 

以上の結合整理仕訳が精算表の上に表されればよいことになるが，結合損益計

算書，結合貸借対照表を作成する場合に1;1:，荷品含み益引当金を期末繰越商品在

高から控除して， 233，000千円の原価評価額を計上し，同じく結合損益計算書上

の商品棚卸高は期首199，000千円，期末233，000千円で表示することになる。

この第 I段階の処理は，当期業績主義の建前であり，第E段階の処理l土，包括主

義の建前である。前者は口llU勘定や補助担当者の会計責任を明確にする内部管理情

幸R(Accounting Information for Internal Mangement ASOBAT， N) を求める

立場であり，後者は資本主勘定の体系化から留保利益の変動を把握する剰余金計算

書にいたるまで，利益分配をめぐる利害調整の外部利用情報 (Accounting Infor-

mation for External Users， ASOBAT， m)を提供する立場ともいえよう。

したがって，前者の会計主体は「企業それ自体」の立場，つまりその経営に責任

をもっ管理者としての経営者にほかならなL、が，後者の会計主体は，その経営者が

会社所有者としての株主，とりわけ支配株主として利益分配を求める一般投資家そ

の他の利害関係者に対するものとしてたち現われ，その視点から株主資本の変動を

処理，報告することになる。その意味で，会計主体としての経蛍者はつねに二重の

性格を有し，これが視点の相違に基づく処理報告が，それぞれ企業実体説，所有主

説として説明されることになるわけである。

とすれば，重要なことは，会計主体たる経営者が管理者として測定した稼得利益

(Earnings) または利得 (Gains)をひとまず「企業それ自体」に属するものとし

て取扱うところまでが企業実体説による処理，報告であり，支配的な機能株主とし

てその利益または利得に対する利害関係を調整してこれが持分を定めるところが所

有主説による処理，報告であるということもできょう。果してそれで資本会計領域

ハ の再検討にに迫りうるか。なお本稿の問題意識を契機づけた連結会計の意義と役割
五

をあきらかにして，その点をかえりみてみよう。
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三連結会計の意義と役割

( i )連結財務諸表の主体概念

今日の連結財務諸表制度lむひとつの法的実体内部の本文底，事業部など独立採

算制をとる経済的実体の集合とL、う手続きとは逆に，法的実体とは全く個々に独立

した会社において，相互に株式資本の持ち合い関係がある場合に，経済的実体とし

て単一の組織体 (SingleOrganization) を形成する企業集団 (BusinessGroop， 

Der Konzern)とみなして，親会社が当該企業集団の財政状態及び経営成績を総合

的に報告するものである。

この点，もとより連結さるべき個々の会社には，これを実質的に支配する親会社

の持株以外に，その利益分配に与かりうる少数持株者 (MinorityInterest)がいる

わけであるから，経済的には単一の組織体 (SingleOrgantzation)とみなしてこれ

を会計単位としても，法的にはこれら少数者持分の権利と独自性を否定しえなL、。

したがって，連結財務諸表では，親会社が経済実体としての企業集団に対する管理

情報もさることながら，親会社に対する一般投資家その他の利害関係者の外部利用

情報のひとつとして，従属，関連会社 (Sucsidiaryor Associated Company)に

対する親会社持分を開示せしめることが重要なのである。

その意味で，従来，個々の会社の財務諸表を中心にしてきた企業会計原則は，そ

の法的実体を超えた経済的実体としての企業集団の財務諸表をとりあげる連結財務

諸表原則と，形式的，内容的な首尾一貫性をもつことが要求され，これを契機にそ

の理論的支柱をなしてきた企業実体説の適用限界が問われることになったわけなの

である。

すなわち，連結財務諸表の主体概念には， 親会社概念 (ParentCompany Con-

-cept)と実体概念 (EntityConcept)とがある。前者は，連結財務諸表を親会社の

それの拡張とみなし，親会社の投資勘定を子会社の資産，負債に対する親会社持分 六
四

相当額におきかえ，親会社の投資原価と持分評価額との差額のみを連結のれん

{goodwi11)として連結調整勘定に計上して， 子会社の少数者持分に影響させるこ

となし連結会社関取引における未実現利益に対する親会社持分のみを除外した連

結利盛を表示する。
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後者は連結財務諸表を多書記者持分と少数者持分とのこっからなる経済実体の財務

諸表とみなし，両持分を同等に扱うので，子会社たるかぎりの範囲をすべて連結

し，支配会社の投資原価と従属会社の正味財産の差額割合で，少数者持分の相当額

をも再評価し，連結実体をなす両持分以外の利害関係者に対する取引においてのみ

費用，収益が実現した結果を連結利益に表示する。このため，実体概念による連結

財務諸表では，あたかも個々の連結会社が法律上の独立性を失ない合併(merg8り

したかのように，いわば多数者と少数者の荷持分からなる持分プーリンクー説(Pool

ing of interest)に結びつき，積極，消極の連結差額をも合併差損益のように処理

し，少数者持分も資本勘定に表示することになる。だが，法律上の持分金額が変化

したわけではなししたがって連結のれん，連結剰余金も実現したわけではなL、か

ら，いずれもひとつの擬制 (Fictioのにほかならず，かかる連結財務諸表は「法的

実体を超えた経済的実体の追加的特殊目的報告書とみるべきJ(M. Moonitz •. The 

Entity Theory of Consolidated Statem悶 ts".PIO・邦訳17頁)ものである。

この点，親会社概念による連結財務諸表は，実体的に親会社持分の支配の及ぶ範

囲の実状を示すものであるから，連結範囲を重要性ある子会社に限っても差支えは

なく，それぞれの法的実体の少数者持分を他人資本として，負債の部に示しでも差

支えない。したがって，経済的実体としての企業集団内部の取引による利益は，続

会社持分相当額を消去することによって，親会社持分の迷結利益を示そうとする目

的を達することもできる。その意味で，連結財務諸表は，実体的にも親会社持分の

支配の及ぶ限りの経済的単一組織体の姿を示すことを満足するから，伝統的，一般

的，国際的にも，こうした親会社概念に基づいて連結財務諸表が作成されることに

なっているのである。

では，具体的に，このような基本的建前がどうように現われているか。連結財務

諸表作成上の問題点に郎してみてみよう。

(ii) 連結範囲と持分法

すなわち，連結会計における第一の問題点は，従属，関連会社等の法的実体を超

え，経済的実体としてこれらの会社に対する親会社持分を開示するので，その連結

範囲のいかんがまず問題になる。さしづめ，わが国の連結財務諸表原則によれば，
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親会社がある会社の議決権株式の50%以上を「実質的に」所有している場合には，

当然，親会社の支配下にあって，事実上，その一事業部門として機能しているから

これを子会社として，その資産，負頃，収益，費用を全面的に連結するが，そのう

ち子会社の少数者持分に属する部分は，これを控除する意味で，一応資本の部に区

分掲記される。

ただし，連結すべき子会社の場合でも，いわゆる重要性の原則によって，その子

会社の資産，売上』利益がそれぞれの連結給額の10勿以下の場合には，当該子会社

を連結範囲から除外して，関連会社と同様に扱うことができる。

この関連会社とは，議決株式の20%以上を実質的に所有し，その経営に重要な影

響を与えうる場合を指すが，これらの会社は，親会社持分以外の持分権者の支配が

強いわけであるから，親会社持分の実状を示す連結財務諸表では，たんにこれらの

非連結，関連会社に対する親会社の投資額を持分法 (EquityMethod)によって評

価して，これを連結財務諸表に表示せしめるものとなっている。この点は，のちに

みる会社合併の本質論議と関連して，結局，連結か持分法適用かの区別が，親会社

持分とそれ以外の持分者との力関係，利害対立の程度，つまりは親会社の支配力い

かんによることを物語るものにほかならない。

そこで，この持分法の適用とは，非連結関連会社に対する親含社の扶資勘定を，

その取得日以後，配当宣言がおこなわれた場合にのみその配当金を収益に区分認識

し，持分額は投資原価のまま評価する「原価法」ーーただし留保利益を取崩して配

当した場合は，その取崩し配当分を投資額から減ずる一一ーによらず，つねに当該会

社の決算書に計上された当期利益額に基づいて投資額を再評価し，その投資収益を

連結損益に反映させ，配当金を受取った場合にその額を持分評価額から相殺し，投

資収益のうちの実現分として処理する「実価法Jの評価引当て方法である。

ぞれゆえ，今日の連結財務諸表においては，法的な子会社の少数者持分相当額以

外の連結子会社資産，負債はすべて親会社持分の支配に属するとみるから，連結子 ハ

会社に対する親会社投資額と評価額との差額は連結調整勘定に表示される一方，非

連結子会社，関連会社の利益に対する親会社持分相当額が連結利益に合まれるもの

の，これらの会社の利益処分が定まれば親会社の受取配当であるが，それまでの間

は連結による投資利益として区分掲記し，その正味帰属額を表示することになる。
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じたがって，このように実体的に親会社投資勘定の再評価を行なう連結調整勘定

と連結による投資利益の表示において，いわば，実体的に単ーとみなした組織体に

おける実現可能な業績評価 (RealizableProposal Performance)と，主体的に続会

社持分に帰属する実現した包括的利益 (RealizedInc1usive Profit)とを，ともに

表示するところに，今日の連結財務諸表の意義と役割が見出せるものといえよう。

もっとも，わが国の連結財務諸表原則では，なお当分の聞このような持分法の適

用を強制しないこととしながらも，連結による税効果会計の適用は弾力化されてい

る。その意味では，非連結，関連会社に対する投資額が再評価されず，納税額の繰

延べとなる政策的滑置のみが先行して，連絡財務諸表の作成そのものの意義と役割

も充全なるものとはいえないが，なおそのほかにも，連結会社相互の来実現利益の

控除手続きにも問題が残されている。

(iii) 来実現利益の控除

すなわち，連絡財務諸表の作成手続きは，本支底会計の [lJ段階が企業集団の

個別財務諸表作成段階にほかならないから，その [2J段階に相当する結合整理か

ら，さらに [3J持分評価， [4 J未実現利益の消去となる。伊l示Eを用いて示せ

ば次のようになる。

〔例示IIJ

A社は，販売網強化のため昭和49年度中にB社〈当時の資本金10，000千円，資本

準備金1，500千円，利益準備金 500千円〉の発行済株式の20%を2，400千円で砂、得

したが，さらに昭和50年度中に同じく B社(当時の資本金10，000千円，資本準備金

1， 500千円，利益準備金500千円，繰越利益 500 千円〕の株式の40~ちを 6 ， 600 千円で

追加取得して， B社に対する支配を確立した。このため，昭和50年度末(昭和51年

3月31日， A， B社とも一年決算，無自己〉に連結財務諸表を作成することを依積さ

六 れた。下記資料により， 50年度末の両社の貸借対照表，損益計算書の記載科目金額

の示された連結精算表を完成しなさい。

ただし，諸計算の経過を注記すること。

(単位:千円〉

資料
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(1) A社のB社に対する債権は，売掛金3，500千円，貸付金3，000千円である。

(2) A社は， B社に仕入原価の20%増の価額で販売しており， B社に対する50年

度中の売上高は36，000千円であり， B社の期末商品棚卸高のうちの 3，000千円

は， A社からの{土入品である。

(3) B社は， A社からの借入金に対して， 50年度中に 300千円の支払利息〈営業

外費用〉を支払っている。

(4) A社は50年4月1日に額面10，000千円の社債〔年利 8%， 7年償還〉を@93

で発行したが， B社はこの社債発行の際に額面1，000千円の社債を 930千円で

取得し，これを原価で記帳している。 A社の営業外費用にはこの社債利息、800

千円を発生主義で計上しているが， B社の営業外収益にはこの社債利息、を現金

主義で40千円計上している。

(5) A社の関係会社株式には， 49年度末に取得したC社の株式(当時のC社資本

金 2，500千円〕の40%1，000千円を含み， c社との密接な取引関係を通して，

これを支配下においている。 c社は， 50年度末には175千円の利益を計上した

が，前期の利益処分では，現金配当 100千円が決議されていた。よって， c社

を関連会社としてその株式を持分法によって評価するものとする。 以上。

[1J 個別会社の財務諸表は例示で与えられているから， [2 Jの連結整理から

はじめる。

[2J 連結整理

まず両社の債権債務等相互取引を整理する消去仕訳をしておく。

(1) B社 (費 掛 金) 3，500 A社 (売 掛 金) 3，500 

A社 〈 貸倒引当金〉 70 ※A社レ(販売費一般管理費〕 70 

284 
※3，'500X6，300+7，900 70 

B社 (借 入 金) 3，000 A社 〈貸 付 金) 3，000 六。
(2) A社 (売 上 高)36，000 B社 (売 上 原 価)36，000 

A社レ(売 上 原 価) 500 ※B社 (棚 卸 商 品〕 500 

※3，000X( 1 +0.2)=2，500 
3，000-2，500=500 

(3) A社 (営業外収益〉 300 B右: (営業外費用〉 500 
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(4) A社 〈 社 債) 1，000 B社 (関係会社社債) 936 

B社 {その他の流動資産j
'<J_. ¥ 未収収益l

B社(営業外収益〉

A社 (その他流動負債}
τム l未払費用j

(5) A社レ(受 取配当金}
l又 l土営業外収益/

※A社レ(社債発行差金) 60 

1，000" 1 ※(10，000-9，300) x一一一×ー←-=10千円
10，000" 7 

70千円-10千円ロ60千円

A社レ{社債発行差金償却¥ 10 
l又は営業外費用j

J受取利息又はL
40 B社レ l営業外収益) 40 

80 A社(営業外費用) 80 

40 B社 (その他流動資事) 40 
1未 収 収

40 ※A社 (関係会社株式) 40 

※100千円 XO.4口 40

A社(関係会社株式) 30 ※A社レ(投資利益) 30 

※(175 xO. 4)ー(100XO.4)=30

当期利益持分 当期末実現収益

なお，上記レ印に関しては，後に末実現利益の控除のために再仕訳することにな

る。

[3J 子会社株式の持分評価と連結調整勘定

子会社株式の評価方法には原価法と実価法(持分法)の二つがあったが，本例で

は実価法(持分法〉によって評価するものとしている。さらに，この場合の評価法

には，段階法と一括法とのこ法があるが，段階法は，子会社株式の取得時点の段階

毎に持分を評価し，その株式の取得価額との差額を連結調整勘定に記帳する方法で

ある。一括法は支配確立時点で一括して持分を評価し，それ以前の持分変動は考慮

しない。本例の場合，一括法では， B社の資本勘定 (10，000千円十1，500千円+500

千円+500千円)xO.6=7，500千円と取得価格 9，00千円との差額1，500千円である

五 が，段鴻法によれば次のとおりとなる。

九 49年度 B社資本金 10，000千円 x20%=2，000千円

資本準備金 1， 500 " x20" = 300 

利益準備金 500 " X20" = 100 2，400千円

したがって，これは取得価額 2，400千円と一致するので，連結調整勘定は生じな
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'"、。
50年度 B社資本金 10，000千円x40%=4，000千円

資本準備金 1，500 11 x2011 = 600 

利益準備金 500 11 x4011 = 200 

繰 越 利 益 500 11 ><4011= 200 5，000千円

この場合の取得価額は 6，600千円であるから，差引 1，600千円の連結謂整をおこ

なう。

なお， 49~50年度に増加した未処分利益500千円 X20%=100千円は，一括法の場

合には繰越利益 500千円 X60%=300千円に含まれるが，段階法では連結剰余金に

合まれ，相殺消去されないことになる。よって， A社の子会社株式の持分と B社の

少数者持分は次のようになる。
49年 50年

C 1] B社(資本金)6，000A社(闘係会社株式)9，000(10，000xO .2)+(10 ，000 x 0.4) 

11 (資本準備金) 900 ( 1，500xO.2)+( 1，500><0.4) 

11 (利益準備金) 300 ( 500xO.2)+( 500xO.4) 

11 (未処分利益) 200 (又は制，即ち500><0.6) ( 500><0.4) 

11 (連結調製)1，600(又は1，500，即ち12，500><0.6) 6，600 -5，000=1，600 

(l[J B社(資本金)4，000 (少数者持分)5，600(10，000><0. 4) 

11 (資本準備金) 600 ( 1，500xO.4) 

11 (利益準備金) 200 ( 500xO.4) 

11 (未処分利益) 840 ( 2，100XO.4) 

11 (少数者持分) 640 B社(当期利益) 640( 1，600xO.4) 

C4J 未実現損益の控除

本間の場合， B社の期末商品のうち 3，000千円がA社仕入品であるから

3，000千円+-(1+0. 2)=2， 500千円 CA社仕入原価〉

3，000千円一2，500千円=500千円(未実現利益〕となる。

この結果， A:t土のB/S上の未処分利益と P/L上の当期利益を修正するため，

仕訳欄の増減項目レ印を再仕訳する。

u) 貸倒引当金戻入益〈当期利益) 70 . C未処分利益) 70 

(2) 売上未実現利益控除(未処分利益)500 (当期利益)500 

五
八
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(4) 社債発行差金償却戻入益(当期利益) 10 

H 社 債利息未収額( " ) 40 

(5) 受取配当評価減(未処分利益) 40 

"投資利益計上額(当期利益) 30 

(末処分利益) 10 

( " ) 40 

(当期利益) 40 

(未処分別益) 30 

よって， A社の当期利益 2，000千円十150千円-540千円=1，610千円となる。

B社の 1，600千円-640千円= 960千円

(少数者持分) 2，570千円

A社の未処分利益2，000千円-540千円+150千円=1.610千円

B社の末処分利益2.100千円一(200千円十840千円)=1，060千円

2，670千円

そこで， A， B両社閣の債権債務を相殺して，上記の連結調整，少数者持分，来

実現損益を控除する精算表を作成すれば次頁のとおりとなる。

このように，連結会計では連結調整勘定がひとつの焦点であるが，その内容は，

子会社資産，負債の過大，過小評価，子会社収益力の趨過・不足評価額，ないし親

会社の幸運または不通買いによるのれん価値 (Goodwi1l)である。したがって，理

論的には子会社株式の売却によって連結調整勘定が消却されるまでは未実現なもの

であるが，実務的には，親会社の有価証券評価損として毎期定額を償却することが

許される。(ただし，税引前当期総利益の次にこの償却額を記載して，その特別の意味を示

す〉。

この結果，子会社の少数者持分に帰属する利益が，親会社に帰属する返結利益か

ら区分され，連結財務諸表に表示さるべき利益準備金およびその繰入額は親会社持

分のみとし，配当や役員賞与なども相殺して，その他の剰余金額も親会社持分に対

するものだけにする。

五 4) 連結会社相互の取引による債権，債務や未収，未払の経過勘定も相殺消去し
七台

て，棚卸資産等に含まれる未実現利益も控除するが，この場合親から子への売上分

(Down-stream)も子から親への売上分(Up-stream)もともに，親会社が子会社株

式を全額所有する場合以外は親会社持分椙当額を部分控除し，部分負担すべきもの

である。この点，すでに企業実体説による全額親会社負担方式を排して，親会社概
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連結精算表
{単粒千円〉

事十 自 A 社 B 社 f車 去 連 封1

現金預金 3，600 2，870 6，470 

受取手形 6，300 2，700 9，000 

売 書+ 金 7，900 6，200 (ll 3，50o 10，600 

貸倒 ';1 当金 284 178 (1) 70 392 

商 liIO 9，6∞ 1，300 (2) 500 16，400 

その他の流動資産 2，500 1，400 (4) 401(4) 40 3，9曲

宥形阿定資産 15，000 12，000 21，0ω 

減価償却日l当金 1，711 1，822 3，533 

無形固定資産 2，0ω 1，600 3，600 

関係会社株式 10，000 (5) 30{L(C5)I]9，O400 0 990 

関係会社社 fit 930 (4) 930 

長期貸付金 3，500 2，000 (1) 3，000 2，500 

社:{1t発行手長(r.: 6ω (4) 60 540 

連結調設勘定 (1) 1，600 1，600 

支払干形 5，300 6，4ω 11，700 

買 J片 金 4，200 1，200 (1) 3，500 7，900 

車i期 ftf 入:，v: 3，000 2，000 5，000 

その他の流動負債 1，000 2，3001(4) 40 3，260 

社 刊t 10，000 一(4) 1，000 9，000 

長期 i仕入金 5，000 3，000 (1) 3，000 5，000 

'fi 本 金 25，000 10，00日 25，000 11) 4，000 

資本 iir 仙 {It 2，000 1，500 (〔〔III]〕棚600 2;000 

利益司，.備金 1，500 500 ([Ij3叩 1，500 11 1 200 

70 

未処分利益 2，000 2，100 10 
2，670 [1) 200 40 

(IIJ 840 30 

少数株主持分 (1) 5，640 5，640 

{、a 計 61，000 61，000 37，000 31，000 22，860 22，860 82，600 82，600 

先 上 ~.:i 107，100 56，800 (2) 36，000 127，900 

売上原価 82，400 43，600 (2) 500 (2) 36，000 90，500 

販売費ー般管理費 22，400 11，000 (1) 70 33，330 

300 
営業外収益 2，800 1，900 801(4) 40 4，320 

40 

官業外費用 3，100 2，500 5，210 

当期利益 2，000 1，600 10 H 151 40 2，510 
401(OJ 640 
30 

連結による投資利益 (5) 30 30 

少数株主持分 (I) 640 640 

合 百t 109，900 109，900 58，700 58，700 37，710 37，710 132，250 132，250 

五
六
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念による所有主説の立場をとって少数者持分を尊裏する建前からも，つねに実現し

た少数者持分相当額を区分して(この点は拙稿「連結会計諸規範における持分法」企業法

研究， 255輯参照〉 あくまで親会社持分相当額の来実現利益を控除するのが理論的に

も首尾一貫するからである。

つまり，連結財務諸表の目的が親会社持分棺当額の開示を第一とする以上，子会

社の少数者持分や非連結，嗣連会社の集団外多数者持分相当額を区分し，正確な連

結利益を表示することが肝要である。したがって，連結会社相互の取引において

も，子会社の少数者持分や関連会社の多数者持分は親会社からみて他人資本であ

る以上，これらに帰属する利益はすべて実現したものとして，すべて親会社持分に

関係する未実現利益のみを部分控除して示すことが，理論的にも，実務的にも首尾

一貫することになるのである。

しかしながら，連結実体における親会社持分の支配力は種々の形態によって浸透

し，単純にその持株比率のみによって判断しえない。したがって，このような未実

現利益の消去法と負担方式について，なおわが屈の連絡財務諸表作成要領がケース

によって全額消去，全額親会社負担(⑧法)， 全額消去， 按分負担(⑧法)， 部分

消去，親会社負担(⑥法)の適用を認めたのもこのゆえと考えられるが，要は親会

社持分に対する子会社少数者持分，関連会社多数者持分など，株主相互に鋭く対立

する利害関係の調整いかんにかかわる問題である。このため，連結財務諸表の作成

における未実現利益の控除問題は，なおこうした各持分間の利害に即して再吟味を

加えられねばならないことになる。その意味で，次にみる会社合併における処理，

報告の再検討を試みたうえで，再度，この連結会計の意義と役割をかえりみてみよ

フ。

四 合 併会計における利害調整

主 くi) 会社合併の意義

会社の合併とか分割とかは，その株主資本の合併・分割 (Mergeror Devide of 

Capital)にほかならないが，同時にその所有する企業財産の譲渡，譲受けの問題で

もある。この財産，資本の価値が別個に評価されるところから，両者の差額に対す

る持分z 所有権の帰属をめぐって，新旧株主の利害が対立する。
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すなわち，まず会社合併の場合からいえば，それは，単なる企業貿収(τake-off)

または営業譲渡 (Conveyance)の場合と異なり， 法律上の企業財産の決算手続き

を経ないので，会計上，これが評価額のいかんが問題となる。しかも被合併会社の

一部または全部が解散しながら，いわば相続の場合のように，そのまま合併後の会

社に法律関係を包括承継するものであるから，会計上，さらにその新旧株主に帰属

する持分額のいかんが問題となり，これらの財産評価と持分評価，および両者の評

価差額の処理，報告が合併会計の中心課題となるのである。

したがって，会社合併の場合，その法律上の形式としては，合併当事会社がすべ

て消滅し新たな会社が設立される新設合併よりも，消滅会社の法律関係を存続会社

に号|継け矛る吸収合併が一般的であるが，いずれにせよ，まずもって当事会社相互の

合併比率の決定において，それぞれの株主の利害が鋭く対立するので，その算定基

礎となる当事会社の企業価値評価が第一の問題である。

この場合の企業価値評価は，被合併会社の株主の利害関係からいえば，その持分

権の売却時価 (SalesPrice)が主張され，これが配当の市場利子率による資本還元

価値を基礎とする株価か，もしくはその企業の稼得収益の平均利子率による資本還

元価値たる収益力価値を基準とすることになる。一方，合併会社の株主たるべきも

のの利害関係からいえば，譲受くべき被合併会社の資産，負債の現物価額 (Origi-

nal Cost) として貸倒引当金や減価償却引当金を控除した資産から負債を引L、た正

味財産の帳簿価額 (BookValue)を基準とするが， 部分的には，その再調達価値

(Replacement Value)か， 処分価値(DisposalValue)で評価される。一般的に，

合併比率を定める企業価値評価は，この収益力価値と正味財産の帳簿価額との平均

によって，合併当事会社の株主相互の利害を調整することになる。そしてこの結果，

収益力還元価値と正味財産価額との差額として認識される「のれんJ(goodwi11)価

値が，いわば第一段階として測定される合併差損益の内容を形成する。

そのうえで，このような合併当事会社の企業価値評価額を対比し，双方の株主の 五
四

力関係に応じ定められる合併比率によって新株が交付される。したがって，この力

関係のいかんから，第二段階における合併差損益の内容が定まり，譲渡さるべき正

味財産の一部を株式プレミアムとして拠出するか否か，さらにはこのような資本準

備金のみならず，被合併会社の利益準備金や任意の積立金等に対する持分権を合併
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会社にまで承継しうるか否かによって， その会計的処理，報告の立場も大きく変わ

ることになるのである。

(ii) 現物出資説と人格承継説

すなわち，この場合の問題が合併でなく，純然たる買収であれば， 消滅会社の株

主はその持分権を譲渡して消え去るのみであるが，合併の場合は，新設でも，吸収

でも，消滅会社の株主の一部又は大部分が新会社の株主となって， その法律関係も

包括承継する。そこで，新たに合併会社の株式をうけとることは， 消滅会社財産を

出資したものとする現物出資説と，たんにその持分権者が移転したにすきないもの

とする人格承継説がある。この点，アメリカでも，合併を貿収の性質をもつものと

みる場合と持分プーリングの性質をもつものとする場合の二説があり，大体におい

てその買収説は現物出資説，持分プーリング説は人格承継説に近いといわれる。わ

が国の会計規範では企業会計原則が現物出資説，税法が人格承継説をとり，商法は

同説ともに認めているといわれるので，問題の解明にはまずもってこの両者両様の

説の相違をときほぐしてみなければならない。

そこで，まずアメリカにおける買収説の場合は，その所有主体の視点から，被合

併会社の株主の一部または大部分が消滅するような合併，つまり消滅株主に対する

交付株式を消却することが確実な場合であるといわれる。これは被合併会社の株式

の一部を合併会社が保有している場合も， これに対する交付株式を消却する点で同

様である。 これに対して， 持分プーリング説の場合は， L、わば実体的な把握とし

て，持分的に被合併会社の株主の大部分または全部が合併会社の株主として存続す

る合併で，その移転持分に関して，実質的な比例関係が保証される場合である。

したがって，買収説と持分プーリング説とは，新!日株主における人格同一十品、か

んの問題で，現物出資説が買収説に近いといわれる場合， それは大部分の林一主が消

滅して新旧の人格同一性が認め難い場合を指してL唱。これに対し，人格承継説が

持分プーリング説に近いといわれるのは，大部分の株主がそのまま移転する場合だ

からである。つまり，移転株主の多寡によって新旧の株主の利害も，力関係も変わ

る。そこで，合併差損益の内容も，その処理も，このような新!日の株主の利害と力

関係によっ当然異なることになるわけである。
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しかしながら，わが国の会計規範における現物出資説，人格承継説の適用は，必

らずしも以上のような移転株主の多寡に基づく相違を意味するよりも，むしろすで

にみた企業実体説，所有主説それぞれの建前による相違が色濃く，むしろ，企業実

体説による企業会計原則は，実体的な持分プーリング説を採用すべきもののように

みうけられるが，これが資本概念、の拡大化のために現物出資説をとったように，そ

の建前の相違が，問題の解明をさらに複雑にしているようにみられる。以下，両説

による合併差損益の内容とその属性規定についてさらに吟味を深めよう。

(iii) 合併 差 損 と 営 業 権

すでにみたように，会社合併の性質に関するこ説u、ずれにせよ，まずもって消滅

会社の株主は最大限その期待収益の資本還元価値に相当する持分価額を主張して，

これに相応、する新株の交付を要求する。

そこで，この交付新株の価額が被合併会社のE味財産価額を上回る場合，被合併

会社の株主がその要求を還す力関係が優っていたことになり，合併会社にとっては

合併差損が生ずることになる。だが，商法上は，その所有主体の払込みの欠除とし

て，交付株式数を減ずるか，別に払込みを求めなければその合併を認め難い。しか

るに，このような場合は被合併会社から移転する株主の力関係が強く，その主張す

る収益力価値を基準にして決った場合であるから，かかる差額はその超過収益力を

資本還元した「のれん」価値とすることができる。そこで，合併差損となるか否か

は，被合併会社にこのような「のれん」価値を認めうるか否かによる。この点，わ

が国の会計規範は，企業会計原則側に調整した昭和38年の商法改正により，ひとし

しこのような「のれん」価値を営業権として処理することを認めているので，そ

のかぎりで合併差損の生ずるような合併は，営業権を計上するような合併にほかな

らないということになるのである。

もともと，このような「のれん」価値は，それが買収の場合であれば，営業権に 五

相当する金銭対価の支払L、があり，現実に貨幣資本の投下となる以上，その有償取

得による計上に問題はない。だが，合併の場合は，新株の交付による取得であるか

ら，かつて今世紀初頭に出現した「水増し株J(Watered Stock)による過大評価，

その「水抜き」のための割増し償却のように，なおその内容上「のれん」価値と資
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産再評価益との識別が困難であったのである。

それゆえ，買収説に近い現物出資説の場合でも，その出資目的物として，最近に

おける「ノウ・ハウ」の適格性に関連して， Iのれん」の適格性にもなお疑義があ

るが(河井信太郎「稿現物出資の脱法行為とその会計処理をめぐる刑事責任」産業経理21巻 6

号参照〉商法上はその資本充実原則を貫徹するために， これが利益による回収， 償

却，ほてんを実質的に保証する手段のいかんが問題となり 5年以内の償却強制に

よってこれが計上を認める立場をとる。この点，必らずしも現物出資説によらない

税法上も，この営業権計上の趣旨には同じているが，なお厳しく合併会社が引継ぎ

えない繰越欠損等を営業権に擬制して計上した場合は，資産の過大評価と向様剰余

金で消却せしめることになっている。

その結果，現実には合併会計の処理においても，連結会計の場合と同様に，被合

併会社に対する合併会社の投資持分がある場合，その企業価値評価により持分相当

の投資価値よりも帳簿上の取得原価が高ければ，事実上不運賃いにしろ，はじめか

ら被投資会社の営業権を購買したものとしてこれを区分計上するのみである。そし

てかかる第一段階における営業権の計上以外，第二段階において，新株交付により

合併差損が問題となるような場合は，通常，受入財産を時価評価するから，形式上

合併差損となる場合はまずないといってよいことになる。

(iv) 合併差益の属性規定

これに対して，合併差益となる場合は，交付新株価額が被合併会社の正味財産価

顔を下回る場合で，合併会社はその差額をすべて資本準備金としてとり込むことに

なる。とれは被合併会社に対する合併会社の投資持分に関しでも，その投資価値よ

りも・帳簿上の取得原価が低ければ，その差額lま合併によって実現した投資収益とし

て，第一段階の合併差益と認識される。だがそれ以上に，新株交付によってその対

五 価以上に被合併会社の正味財産を受入れた場合，その評価差額が合併差益となるわ

けで，その内容の属性規定がこの場合の問題であったのである。

すなわち，現物出資説によれば，それは移転した比較少数の株主の力関係が弱く

て，被合併会社の正味財産のうちから交付新株のプレミアム相当分をも現物出資し

たとする。だが，相対的に移転株主と存続株主とがほぼ対等の力関係である場合に
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は，被合併会社の利益準備金ぞ伝意の積立金等を合併会社の資本準備金として拘乗

するよりは，移転株主の持分権を合併会社に承継して，これらの弾力的運用をはか

ることになる。持分プーリング説または人格承継説はこの場合に妥当するわけであ

る。

その結果，合併差益の内容は，被合併会社の利益準備金や任意積立金等を合併会

社の利益準備金として区分表示するか否かで異なる以外は，単なる評仮差額として

計算される。この点を例示Eを用いて示せば次のようになる。

〔例示mJ

A社は，昭和51年 3月31日現在の財政状態を基準として， B宇土を吸収合併し，そ

の資産・負債一切を引継ぐこととなった。合併基準日におけるA，B商社の貸借対

照表の科目金額(単位千円)，合併条件は次のとおりであった。

(1) 科目金額

A社 B社

現金預金 5，800 3，700 

受取手形 4，500 3，000 

売掛金 8，500 3，800 

有価証券 3，000 700 

貸付金 6，550 3，500 

商 品 18，400 7，900 

建物 15，000 10，000 

器具備品 4，000 6，000 

土地 16，000 6，000 

投資 15，450 4，000 

繰延資産 2，800 1，400 

/ 
100，000 50，000 

〈注〉

A社 B社

支払手形 13，700 6，400 

買掛金 25，200 5，050 

借入金 20，000 5，000 

未払金1，350 2，950 

減価償却引当金 4，700 9，550 

貸倒引当金 300 450 

退職給与引当金 1，750 600 

資本金 20，000 12，000 

資本準備金 1，200 2，600 

利益準備金 1，600 600 

別途積立金

繰越利益

4，000 

750 

3，000 

500 五。
当期利益 5，450 1，300 

100，000 50，000 

①割引手形残高 A社 2，000千円， B社 8，200千円である。
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なお，貸倒引当金は売上債権(手形割引高を含む)残高の 3%とする。

① A社の投資中 9，500千円は， B社の株式(額面 500円)9，600株の取得価額

である。

B社の投資中 2，000千円は， A社の株式(額面 500円)2，000株の取得価額

である。

① B社の支払手形中 1，200千円，翼掛金中 2，000千円，借入金中 4，000千円は

A社に対するものであり，同じく B社の商品中 3，600千円はA社の仕入価額の

2割増にてB社に販売したものである。

(lI) 合併条件

①合併比率は，正味財産と収益力還元価値との平均による。還元利率は，年10

%とするが， A社の平均利益は総資本〔資産合計金額〉の 696，同じく B社は

4%であった。

① B祉は当期の配当金を支払わずに， A社がB社の株主に 1株につき50円の合

併交付金を合併後に支払うことになってL喝。

① B社の資本準備金，利益準備金，別途積立金はそのまま引継ぐものとする。

よって， A社の合併仕訳と，合併後のA社の開始貸借対照表を示しなさL、。

[IJ 合併比率と投資金額

まず企業価値の評価のための収益力還元価値は，売上債権から貸倒引当金を控除

し，固定資産からその減価償却引当金をも控除した(場合によっては繰延資産を除

く〉資産合計額を使用総資本とし，これに平均利益を一定の収益還元利率で除して

算定される。よって

A社(100，000千円-4，700千円 300千円)xO.06十0.1=57，000千円

B社 ( 50，000千円-9，550千円-450千円)x O. 04+-0 .1=16 ，000千円

四 両社の企業価値評価額は王味財産額と収益還元価額との平均であるから，
九

A社 {(95，000千円-62，000千円〉十57，000千円}十 2=45，000千円

B社 {(40，000千円一20，000千円〉十16，000千円}+-2ニ 18，000千円

そこで，合併比率は 5対 2の割合となる。したがって， B祉のの株主に対して発
( . ~， _ ~ A __  ___~ ~ •• 2 ¥ 

行すべき A社の新株は， (A社資本金20，000千円X一一1+-500円=16，000株にな\.L~I-Lo..R. "'ï ..lll.. ':'<V'VVVII~'" 5' J 
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るのであるが，実際に交付する株式数はA祉のの所有する B社株式に対して割当て

ることはないから，12，000千円+500円=24，000株のうち9，600株，つまり 4割を除く， • 9，600株1
6部相当の14，400株とL、う比較多数の移転株主に対し， 16，000株x{ 1一一←一一}

¥ ~ 24，000株/

ニ 9，600株のA社新株を交付すればよいことになる。したがって，増資額は 500円

X9，600株=4，800千円であり，この金額に対して吸収合併したB社の正味財産を新

たに受入れることになる。

[ll] 合併交付金と営業権

ところが，合併条件の②で， B祉はその当期処分利益から配当を払わず，合併後

Jこ合併交付金の形で支払うことになっている。そこで， B社はこの支払額だけ未払

金としてA社に引継いでおかねばならず，それだけB社の正味財産額は20，000千円

I (24，000株x50円(=18，800千円に減価していることになる。このため， A社の保

有する B社の株式9，600株の投資価値は， 18，800千円x旦'&QQl者間 7，520千円であ
24，000株

り，これを 9，500千円で取得していたわけであるから，その差1，980千円の営業権

を有償取得したことになる。

若し，この場合， B社株式を 5，000千円で取得していたとすれば， 7，520千円-

$，000千円=2，520千円の合併差益を余分に得ることになる。

なお，本例示の場合， A社所有のB社株式9，600株に対する合併交付金は，受取

配当金にほかならなL、から， A祉における債権債務の相殺仕訳の際，この金額50円

x9，600株=480千円だけA社から引継く未払金を減額せしめ当戴利益に加算するこ

とになる。

[]][] 合併差益

そこで， A祉は， B社の外部株主持分18，800千円一7，520千円=11，280千円に対

して， A社株式4，800千円を交付するのであるから，この取引で11，280千円-4，800

千円=6，480千円が合併差益となる。この場合，商法第288条第1項の五が適用され

るのみならば，合併差益は6，480千円であるが， B社の資本準備金2，600千円が合併 四
j¥ 

差益としてA社の資本準備金となるのは当然としても，このほかに商法第288条の

2，第2項を適用し，利益準備金6，000千円，別途積立金3，000千円を引継ぐので，

差引して 280千円が合併差益として計上されることになる。

なお， B社の手許商品 3，600千円については， A社の売上高から控除し，その仕
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入原価3，00千円で繰越商品に振戻すことにより，受入れたB社の商品7，900千円一

3，600千円=7，300千円を加え，結局， A祉の当期利益を 600千円減少することにな

る。よって合併仕訳と合併後の開始対借対照表は次のようになる。

〈現金預金〉 3，700 (支払手形〉 6，400 

〈受取手形〉 11 ，200 (買 掛 金〉 5，050 

(売 掛 金〉 3，800 (借 入 金〉 5，000 

(有価証券〉 700 (未 払 金〉 4，150 

〈貸 付 金〕 3，500 (減価償却引当金〉 9，550 

(商 品〕 7，300 (貸倒引当金】 450' 

(建 物) 10，000 (割引手形〉 8，20u 

〈器具・備品〉 6，000 く退職給与引当金〉 60u 

〈土 地〉 6，000 (資 本 金〉 4，800 

(投 資〉 2，000 (資本準備金〉 2，60u 

(自己株式〉 2，000 (利益準備金〉 60(} 

(繰延資産〉 1，400 く別途積立金〉 3，000 

く営 業 権〉 1，980 (投 資) 9，500 

〔当期利益〉 600 (合併差益〉 280 

〈支払手形〉 1，200 〔受取手形〉 1，200 

(賢 掛 金〉 2，000 (売 在十 金〕 2，000' 

(1昔 入 金〕 4，000 〈貸 付 金〉 4，000 

(未 払 金〉 480 (当期利益〉 480 

(開始〕貸借対照表

A社 昭和51年 4月1日 (単位千円〉

四 資産の部 負債の部
七

現金預金 9，500 支払手形 18，900

受取手形 6，300 国貝 長十 金 58，25{)

売 掛 金 10，300 1土日と 入 金 21，000

貸 倒 引 当 金 450 15，850 来 十ム 金 5，020



有価証券

自己株式

貸付金

荷品

流動資産計

建物 25，000

器具備品 10，000

3，700 

2，000 

6，050 

25，700 

62.800 

減価償却引当金 "14，250 20，750 

土地 22，000

有形画定資産計 42，750 

営業権

無形固定資産計

十支 資

1，980 

1，980 

7，950 

投資計 7，950 

固定資産計 52，680 

繰延資産 4，200 

資 産合計 119，680 

〔注〉 割引手形残高 10，200千円
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流動負 債計 73，170 

退職給与引当金 2，350 

固定負 債 計 2，350 

負債合計 75.520 

資本の部

資本金 24.800 

資本準 備 金 4，080

利益準備金 2，200

法定準備金 6.280 

別途積立金 7，000

当期末処分利益 6，080 

〔当期利益~盟2

剰余金 13，080 

資本合計 44，160 

負債資本合計 119，680 

そこで，このような合併差益に含まれる内容は，単なる評価差額として示される

資産譲受益にすぎなし、。これは譲受資産の評価L、かんにもよるが，商法上会社設立

のー形態として現物出資が認められ，これが原舟として時価評価による以上，この 旦
ノ、

資産譲受益の資本準備金化に問題はない。企業会計原則また，その企業実体説によ

ってかかる資産再評価益を含めて資本概念を拡大する解釈をとってきた。だが，税

法上は，このような評価益に対する課税問題を避ける意味から，現物出資説そのも

のに同じ難い。ために，税法は受入正味財産評価いかんによって交付新株の額との
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聞に生ず 3差額のうちから，被合併会社の資本準備金はもとより利益積立金等にも

二重課税を避ける意味で益金不算入とし，なおこの差額以外に，資産再評価益があ

る場合にのみ課税する。さらに合併交付金などにより，事実上被合併会社の秘密積

立金が実現した場合にも，これを清算所得として課税するのである。

その意味において，税法のとる人格承継説は，実体的な持分プーリングの論拠と

異なり，受入純資産に含まれる積立金等の二重課税を排するとともに，資産評価益

の課税時点を検出することにあり，結果的に被合併会社の留保利益に対する持分権

を合併会社に承継することになったにすぎなL、。この点，商法が特例として留保利

設相当額を合併会社の利益準備金とすることを認めたのは，資本禿実原則における

企業財務の弾力化指置として，必らずしも人格承継説をとったものとはいえない。

と同様に，企業会計原則のとった現物出資説もまた，その企業実体説による資本概

念の拡大化に由来するものであった。だが，実体的にはかかる留保利益の資本化を

主張することは，移転株主の法的な持分権を否定する論拠を示さねばならず，これ

が利害をも調整しえないことになり，結局商法に従わざるをえなかった，というよ

り，その資本概念を拡大する企業実体説から離れざるをえなくなったのである。

この結果，合併差益の処理においては，もはや現物出資説のみによることができ

ず，基本的には存続株主に対する移転株主の利害から，いわゆる人格承継説的処理

をも認めることになる。だが，それは，実体的な持分プーリン夕、、説によるものでは

なく，税法，商法，企業会計原則それぞれの政策的原理に従って，一義的な合併差

益の資本準備金化を修Eした結果にすぎないのである。

かくて，こうした合併会計の吟味からえた結果をうらがえしてみると，これがそ

のまま分割会計の処理，報告をめぐって，資本会計の当面する課題につきあたるよ

うである。その意味で，本稿の結びにかえて，こうした分割会計の課題についてみ

てみよう。

里 五結びにかえて一分割会計の課題

ここで，会社の分割とは，会社合併の場合と同様，単なる営業譲渡と違って，親

会社の減資相当額を新設会社の資本金として，その株式を親会社株主に交付する資

本分割jを意味する。だが，合併の場合と違って，このような会社分割に関する商法
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の規定はない。が，その分割された資本に相当する企業財産の譲渡が行なわれると

ころから，原刻的には現物出資によって新会社を設立し，これに財産を移管し，営

業の一部を譲渡する会社設立のー形態として把握せられる。ところが，このような

資本分割には，親会社の定款に記載するとともに，商法上の検査を要するので，実

際には，あらかじめ金銭出資により新会社を設立し，事後に必要な資産を譲渡する

変態的現物出資の形がとられることになる。ところがさらに，このような現物出資

であるかぎり，原則としてその出資資産を時価評価することになるので，その評価

損益の処理，報告が必要となり，税法上これに対する課税問題が生ずる。そこで，

税法上は，いわゆる特定出資の圧縮記帳とLづ措置で，親会社の保有する新設会社

株式の投資価値を庄縮し，結果的に帳簿価額による資産譲渡をおこなうのが一般的

な手続きである。この点を例示を用いて示せば次のようになる。

〔例示lVJ

A社は， B地区における販売部門を子会社として独立させるため，現物出資によ

り資本金20，000千円のB社を設立し，その全株式を取得した。

(1) B社に対して現物出資した資産の内訳は次のとおりであるが， A社がB社

の会株式を取得したので， B社はこれら特定の出資資産を圧縮記憶し，すべて

帳簿価額にて受入れることができた。

国定資産〈単位:千円〉 土 地 建 物 器具備品

帳簿価額 1， 300 7，700 850 

時価 12，500 13，100 900 

商 品 B社手 許 在 高 15，400 

輸送中の未達品 2，750 

商品にはいずれも10%の振替利益を上乗せしてある。なお，輸送中の未達商

品は，そのまま B社に対して掛売りしたものとして処理する。

(2) B社に関わるものとしてA社から引継L、だ債権債務は次のとおりである。 四
四

売掛金 4，200 買掛金 5，400 

受取手形 5，300 支払手形 4，800 

(3) その他の整理事項は次のとおりである。

( i) A社と B社との聞の本支唐勘定による貸借関係は，さきの未達商品代金
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230千円のA社借越しとなっていたので，同金額を B社宛送金す

るよう手配した。

のほかlこ，

B社にかかわる借入金として，地元銀行からの倍入分 1，450千円を移管(ii) 

し，同一金額の現預金をB社の運転資金とするため移管して，残余の現預金

はA社宛に送付せしめた。

この現物出資にともなう経費として 450千円を蛍業費から支出しA社は，

ていた。

(iii) 

出資時におけるA社の仕訳を示しなさい。(I) 

B社の開始仕訳を示し，開始貸借対照表を作成しなさL、。また，(H) 

資産譲渡と圧縮記帳(1) 

まず商法上の現物出資規定による時価評

価をおこなって譲渡益を計算するが，その譲渡益に対する課税が大きな問題とな

る。しかし，分割の場合は，いわば全額出資の子会社設立と同様で‘他人に譲渡し

会社分割の処理については，簿記上も，

たわけではない。このため，税法上では，特定の条件のもとで，評価益を圧縮記帳

(法人税法第51条〉。そこして帳簿上の記帳価額で譲渡することが認められている

で，結果的に記帳価額で財産移管をおこなうことができる。なお，会社合併の場合

には被合併会社の権利義務一切が合併会社に継承されるのに対して，会社分割の場

合には，引継ぎ資産にかかわる特別償却や，退職給与引当金の振替移管(引当金相

当額を現預金で精算したものとして移管し，最初の会計期間後に新しく引当金を設

定する形をとるなど〉が別途考慮されているのみで，準備金や剰余金の引継ぎは認

められない建前になっている。このため，発行済株式価額を超える受入資産差額に

ついては，新設会社の株式発行差金として新たに資本準備金を設定してこれを処理

することになるわけである。

B社が受入れる資産は，各個別毎lこA社の帳簿額以下の金額としなけこの場合，一
四
三

ればならないのであるから， A社としても各資産を時価にて現物出資する原則に従

その帳簿価額との差を移管資産評価益(または譲渡益〕として計上し，L、ながら，

のちに一括してB社株式の投資価値を圧縮記帳する方法がとられる。よってA社の

(単位千円〉仕訳は次のようになる。



くl)(i)(子会社仮) 12，500 

(i i) (子会社仮) 13，100 

くiii)(子会社仮) 900 

くiv)(子会社仮) 15，400 

(A・社売掛金) 2，750 

(2) (子会社仮) 9，500 

(買 掛 金 ) 5，400 

(支払手形) 4，800 

(3) (i) (子会社仮) 235 

(i i) (借 入 金 ) 1，450 

(子会社仮) 1，450 

(土地) 1，300 

(移管土地評価益) II ，200 

(建物) 7，700 

(移管建物評価益) 5，400 

(器具備ー品) 850 

(移受器具備品評) 50 
価叫

く仕 入) 14，000 

〔移管商品評価益) 1，400 

( 売上) 2，750 

(売掛金) 4，200 

(受取手形) 5，300 

(子会 社 仮 ) 10，200 

(現金預金又は未) 230 払金

(子会 社 仮 ) 1，450 

(現金 預 金 ) 1，450 

(iii) (子会社仮) 450 (一般管理販売費) 450 
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以上の結果，特定出資の圧縮記帳により，移管資産評価益を圧縮すれば， B社株

式の時価は41，880千円であるが，関係会社株式として投資勘定に計上される記帳価

額は23，830千円である。

又は，

(移管土要) 山 00
評価品

( 11 建物 11) 5，400 

( 11 備品 11 ) 50 

( 11 商品 11) 1，400 

(B社株式) 23，830 

(霊管資産調) 18，050 

(B社株式) 23，830 

(子会社{反) 41，880 

( 子 会 社 仮 ) 18，050 

( 子 会 社 仮 ) 23，830 

くi主) (3) (ii)により， B社の借入金相当額1，450千円以外のB社手許にあっ

た残余の現金預金はA社宛返金せしめることとしているが，その金額が不明のた

四



四
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め，未達現金の処理はしていない。

C2J 新設会社の開始処理

B社はA社の現物出資した財産を記帳価額で受入れるのであるが， A社が立替え

た出資経費 450千円はB社にとっての創立費であり，資産総額38，230千円から負債

合計14，400千円を差引L、た正味財産23，830千円のうち発行済資本金額20，000千円で

ある。よって残額 3，830千円は株式発行プレミアムとして取得した資本準備金とす

る。従って，開始仕訳は次のようになる。

(現金預金〉 1，450 (買 掛 金〉 5，400 

(未未収達金現金又は) 230 (関係会社買掛金〉 2，750 

(売 十卦 金〉 4，200 (支払手形〕 4，800 

(受取手形〉 5，300 人 金〉 1，450 

(fJ1l却商品〉 14，000 〈資 本 金) 20，000 

〈未達商品〉 2，750 (資本準備金〉 3，830 

(創 立 費〉 450 

(建 物〉 7，700 

(器具備品〉 850 

(土 地〉 1，300 

開 始 貸 借 対 照 表

B社 ×年×月 x日現在 (単位千円〕

資産の部 負債の部

現 金 預 金 1，680 買 掛 金 8，150 

( 又は 現金預金 J支 払 手 芽2 4，800 

未収金 230 {守 ノ、 1ll: 人 1，450 

売 持ト メ豆ヘ乙 4，200 流 動資産計 14，400 

受 取 手 界3 5，300 負 f臣ヰ壬、 1i コ 計 14，400 

高 品目，750 資本の部

流動 i可資 産 百十 27，930 資 本 ノ三t巴 20，000 

建 物 7，700 資本準備金 3，830 
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部 具 備 品 850 資 本 J日'- 計 23，830 

土 地1，300

固定資産計 9，850 

意リ 立 費 450 

繰延資産計 450 

資 産 d口』 計 38，230 負債資本合計 38，230 

このように分割会計はもっぱら特定出資の圧縮記帳によって処理されるが，その

場合は，新設会社の全株式を親会社が取得し，その株式を第三者に譲渡するまで出

資資産の含み益に対する課税を猶予することを条件にしている。ということは，す

でに合併の場合でみたように，税法は資産評価益と利益積立金等の二重課税を避け

るために現物出資説に同じなかったわけであるが，会社分割の場合には，新たな会

社設立である以上，はじめから親会社の法律関係を包括承認する必要はなく，した

がって，利益積立金等の承継はもとより，譲渡資産に対する貸倒引当金や減価償却

引当金などを引き継ぐことも認めない。ただ，営業譲渡にあたって引き継いだ従業

員等の退職給与引当金や賞与引当金等が別途考慮されるにすぎない。それゆえ，残

るところは財算移管による譲渡益であるが，これが同一人格の右の手から左の手に

移したと同様，実現したものではないとして課税問題を避けるために，親会社の全

額出資とL、う条件によって，いわば人格承継説的な立場を守ったものといえよう。

しかしながら，このような分割会計の処理，報告には，なお前提条件上の問題が

ある。それは，変態的とはL、え現物出資のー形態として会社分割がおこなわれる以

上，譲渡財産の現物価額と交付新株価額との差額として，いわば分割砦益が生ずる

ことがある。この場合，その差額は親会社が超過払込みをした現物出資資産の一部

であるから，合併差益と同様株株式プレミアムの性格付つものとして新設会社の 思
資本準備金に計上するが，果してこのような属性規定でよいものかどうか。現実

に，変態的現物出資として金銭出資による資本金額を超える資産譲渡をおこなった

場合，そうした超過払込み部分は，受入れ資産の評価減か，あるいはその対価未払

のまま繰越されて，新設会社の資本準備金として計上されないことがある。とすれ
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このような処理は，事実上の超過払込みに対する法的持分表示に欠ける結果とIf, 

なり，将来ともその所有主体たる親会社の利害に大きくかかわることになるのでは

あるまL、か。

さらに問題となるのは，親会社の全額出資の形で設立された新設会社は，いわば

「会社が会社をつくる」時代の産物だが，連結会計の制度化によって，法的実体と

しては独立のものとはし、え，経済的実体としてはつねに連結さるべき子会社であ

る。親会社からみるかぎ祖では，実体的な独立採算制をとる事業部と異なるところ

とくに資本分割した定義が失われる。もっとも，いずれこうした子会社ははなく，

親会社資本以外の株主資本を導入するであろうが，親会社の支配力を保つためには

その過半数の株式を手離しえない。とすれば，将来において，それまでに拠出し，

蓄積してきた親会社資本と少数株主資本との持分権をめくる利害調整から，あるい

は親会社の連結利益表示の政策的原理による再合併の利害調整など，すでにみたよ

うな合併会計の建前とそれにもとずく処理，報告に再投映される問題点を含んでい

る。

この意味において，会社分割に対して商注や企業会計原則などの規定，指針が欠

なお資本会計の領域において未解決の課題が存することを物語除していることは，

その税法的な処理る。だが，その解明は，当面の分割会計に示されたところから，

報告が限定した親会社の全額出資としづ条件において，いわば「多国籍企業の現地

子会社」などを含めるため，国内？去を超えて，国際的に連結財務諸表が制度化され

た段階で，本稿でみてきたような個別の法的実体の株主相互間の利害調整という観

したがってま点からする資本会計の再検討のみでは不十分であることを物語る。

た，本稿の主題としてきた結合，連結，合併会社における企業実体説の意義も限界

もも，すでに「会社が会社をつくる」現状における所有主説の再検討と連動して，

うー度見直してみる必要がある。

いわゆる独禁法の改正により，会社分割の問題が新たな脚光をあびている折杭，
一
三
九

早急にこの課題の解明を通じて資本会計の再々検討を展開しなければならなL、。本

稿はそのための予備的考察をおこなったことになる。いずれ次の機会を期してひと

まず禰筆する。




